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1、違反会社 長島運輸株式会社 

 

2、違反日時 平成 28年 3月 1日（火） 11時 13分頃 

 

3、違反場所 首都圏中央連絡自動車道 寒川北インターチェンジ 

 

 

                            

4、違反内容 

 

 

 

 

 

 

5、状況写真 

  

 

 

 

 車両総重量 

①当該車両の実測値 52.20トン 

②車両制限令の一般的制限値 25.00トン 

③超過値【①－②】 27.20トン 

別紙④ 

略図 

違反場所 

首都圏中央連絡自動車道 

寒川北インターチェンジ入口 

略図 


